
様式第１号（第６関係） 

要件設定型一般競争入札公告 

 

令和８年３月４日 

宇佐市水道事業 宇佐市長 後藤 竜也    

 

本案件は、電子入札システムを利用して行う電子入札対象案件である。 

電子入札の取扱いは、この公告に定めるもののほか宇佐市電子入札運用基準による。 

 

１ 委託業務概要 

(1) 委託業務名  令和７年度宇水安心院中央地区配水池機械室詳細設計業務委託  

(2) 履行場所   宇佐市安心院町妻垣 

(3) 委託業務概要 設計業務  

           配水池機械室詳細設計 

機械室建築設計 N=1.0式 

           設計協議等 N=1.0 式 

(4) 履行期間  契約締結の日の翌日から９２日間 

２ 予 定 価 格  ２，７７０，０００円（消費税及び地方消費税を除く。） 

３ 最低制限価格  設定あり（事後公表） 

４ 入札保証金  免 除 

５ 契約保証金  契約金額の１００分の１０以上 

６ 入札参加資格 

(1) 資格業種等 

宇佐市契約事務規則第 40 条の規定に基づき宇佐市が発注する建設業法第 2 条第 1

項に規定する建設工事に関する測量、地質調査、建設コンサルタント業務及び補償コ

ンサルタント業務に係る競争入札に参加する者に必要な資格について（平成 17 年宇

佐市告示第 103号）により令和７年度の下記の業種の入札参加資格の認定を受けてい

る者 

【業種】 土木コンサルタント  【業務内容】 上水道及び工業用水道 

(2) 履行実績 

要（ ○ ）不要（   ） 

    国、特殊法人等又は地方公共団体が発注した、令和 2 年度以降公告日までに元請

けとして完成・引渡しが完了した上水道工事の実施設計において 2,500 千円以上の

履行実績を有する者。 

    なお、市内に本店又は（１）の業種について準市内認定を受けた支店等（公告日

現在、本店より宇佐市との契約締結権限を委任されている者に限る。）を有する者に

ついては、履行実績を問わない。 



(3) 本店等の所在地等 

令和７年度宇佐市建設コンサルタント等競争入札参加者名簿に、県内に本店を有す

る者として登録されていること。 

(4) 管理技術者及び照査技術者等 

管理技術者及び照査技術者として、別紙の「技術者の資格要件」の資格を有する 

技術者を配置できること。ただし、管理技術者と、照査技術者は同一の者が兼任す 

ることはできない。 

(5) その他の資格要件等 

要（  ）不要（ ○ ） 

(6) その他共通事項 

ア 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しない者

であること。 

イ 入札公告から開札日までの間に、宇佐市が発注する建設工事等の契約に係る指名

競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等措置要領（平成17年宇佐市告

示第106号。以下「宇佐市指名停止等措置要領」という。）に基づく指名停止を受け

ていないこと。 

ウ 開札予定日以前６か月以内に、手形交換所で不渡手形若しくは不渡小切手を出し

た事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でな

いこと。 

エ 破産法（平成 16年法律第 75号）第 18条第１項若しくは第 19条の規定に基づく

破産手続開始の申立て、会社更生法（平成 14 年法律第 154号）第 17条の規定に基

づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規

定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること（会社更生法の規

定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の

申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決

定が確定したものを除く。）。 

オ 入札の適正さが阻害されると認められる資本関係又は人的関係のある複数の者

の参加の制限 

この入札に参加する複数の者の関係が，以下の（ア）から（ウ）までのいずれか

に該当する場合には，該当する者のした入札は全て無効とする。 

（ア） 資本関係 

次に掲げるいずれかに該当する二者の場合。ただし，子会社（会社法（平成

17年法律第86号）第２条第３号及び会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）

第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一方が会社更生

法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民事再

生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。 

ａ 親会社（会社法第２条第４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会

社をいう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合 



ｂ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

（イ） 人的関係 

次に掲げるいずれかに該当する二者の場合。ただし、ａについては、会社

の一方が更生会社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中

の会社である場合は除く。 

ａ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

ｂ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生

法第64条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

（ウ） その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

その他上記（ア）又は（イ）と同視しうる資本関係又は人的関係があると

認められる場合。 

カ 宇佐市への電子入札システムの利用者登録をしている者であること。 

７ 設計図面等の閲覧及び貸出し 

設計図書等については大分県共同利用型電子入札システム（入札情報サービス）のホ

ームページに次の閲覧期間中、掲載するものとする。ただし、図面が見づらいなど縮小

前の図面の閲覧を希望する場合は、次のとおり図面を閲覧することができる。 

(1) 閲覧場所 宇佐市建設水道部上下水道課 

(2) 閲覧期間 令和８年３月４日(水)から令和８年３月１７日(火)まで 

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

(3) 閲覧時間 午前 9 時 00 分から午後 5 時まで（午後０時 15 分から午後１時まで

を除く。） 

８ 公告事項等に対する質問及び回答 

(1) 質問方法及びあて先 設計図書に関する質問書（様式第 6 号）により E メール

で宇佐市上下水道課あてに申し出ること。 

(E-mail:s-keiei08@city.usa.lg.jp)   

(2) 申出期間 令和８年３月４日(水)午前９時から令和８年３月１０日(火)午後５

時まで 

(3) 回答内容と方法 質問及び回答は随時ホームページ（市ＨＰ内「上下水道課」

→「経営企画係」→「入札・契約情報」→「設計図書に関する質問および回答（水

道事業分）」 

https://www.city.usa.oita.jp/sougo/soshiki/14/jogesuido/2/1_1/index.html）に掲載す

るものとし、最終回答は令和８年３月１１日(水)午後５時までに行います。 

(4) 回答掲載期間 令和８年３月４日(水)午前９時から令和８年３月１７日(火)午後５

時まで 

９ 競争入札参加資格証明申請書及び競争参加資格を確認する資料（以下「申請書等」

という。）の提出期間及び方法等 

(1) 提出期間 

令和８年３月４日(水)午前９時から令和８年３月１２日(木)午後５時まで 

https://www.city.usa.oita.jp/sougo/soshiki/14/jogesuido/2/1_1/index.html


 (2) 提出書類 

  ア 要件設定型一般競争入札参加資格証明申請書（様式第２号（その３）） 

  イ 履行実績（様式第３号（その２）） 

  ウ 配置予定の技術者の資格・建設工事等経験（様式第４号（その２）） 

(3) 提出方法 

  原則、電子入札システムによるものとする。なお、入札に際し、添付する書類

の作成アプリケーション及びバージョンは次のとおりとする。 

 ただし、当該ファイルの保存時に損なわれる機能は作成時に利用しないこと。 

番号 使用アプリケーション ファイル形式 

１ Microsoft Word Word97 から Word2007のバージョンでの保存 

２ Microsoft Excel Excel97から Excel2007のバージョンでの保存 

３ その他のアプリケーション PDFファイル(Acrobat3から Acrobat8のバージョン

で作成したもの) 

テキストファイル 

※ 上位バージョンのアプリケーションを使用している場合は、ファイルの保存形式 

を上記の形式にして保存すること。 

10 入 札 

(1) 入札書提出期間 

令和８年３月１３日(金)午前９時から令和８年３月１７日(火)午後５時まで 

(2) 入札方法 

   原則、電子入札システムによるものとする。 

(3) 入札回数 

   原則として初度のみ 1 回とする。 

(4)  その他 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の 100分の 10に相当する額を加

算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた

金額）をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る

課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の

100に相当する金額を入札書に記載すること。 

11 開 札 

(1) 日時 令和８年３月１８日(水)午前１０時３０分 から 

(2) 場所 宇佐市役所２２会議室（本庁２階） 

(3) 落札候補者 有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格

をもって入札した者を落札候補者とする。ただし、最低制限価格を設定した場合は、

予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者の

うち、最低の価格をもって入札した者を落札候補者とする。 

12 立会人 

宇佐市電子入札立会要領（平成 19年宇佐市契約第 0608005 号）の定めるところ



による。 

13 入札参加資格の事後審査及び落札者の決定 

(1) 開札後は、落札候補者の入札額、業者名を公表の上、落札者の決定を保留し開

札を終了する。 

(2) 有効に提出された入札参加資格証明書類により、落札候補者の入札参加資格がある

ことが確認できた場合は、当該落札候補者を落札者とする。 

(3) 落札候補者の入札参加資格がないと確認された場合は、当該落札候補者のした入札

は無効となり、次順位者以降について順次同様の確認を行って落札者を決定する。 

(4) 落札者の決定は原則として、開札日の翌日から起算して２日（土曜日、日曜日、

及び祝日を除く。）以内に落札候補者へ通知する。ただし、最低の価格で入札した

者が競争参加資格を有しないと確認された場合は、この限りでない。 

14 入札参加資格が認められない落札候補者に対する説明 

(1) 入札参加資格がないと認められた入札参加希望者は、市長に対し、書面（様式任意）

によりその理由の説明を求めることができる。 

ア 提出期限 通知を受けた日の翌日から起算して７日以内の午後５時まで（土曜日、

日曜日及び祝日を除く。） 

イ 提出場所 宇佐市大字上田１０３０－１宇佐市建設水道部上下水道課経営企画係 

ウ 提出方法 書面（様式任意）は持参又は郵送によるものとする。 

(2) (1)への回答は、前号に規定する期間の最終日の翌日から起算して８日以内に説明

を求めた者に対し書面により回答する。 

15 入札の無効 

次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者として

いた場合には落札決定を取り消す。 

(1) 入札者としての資格のない者のした入札 

(2) 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認め

られる者のした入札 

(3) 同一の入札について２以上の入札をした者の入札 

(4) 同一の入札について２以上の入札者の代理人となった者のした入札 

(5) 入札金額の訂正に訂正印のない入札 

(6) 入札金額、住所、氏名、押印その他入札要件を認定しがたい入札 

(7) 公告に示した競争参加資格のない者又は資料に虚偽の記載をした者のした入札  

(8) 設計図書購入を入札参加要件としている場合において、設計図書購入確認票を提出

しない者のした入札 

(9) 予定価格を超える金額の入札 

(10) 最低制限価格未満の金額の入札 

(11) 申請書等を提出期限までにすべて提出しない者のした入札 

(12) 電子入札にあっては、市長が指定する認証方法を用いない者のした入札 

(13) 電子入札にあっては、契約担当者の使用に係る電子計算機に到着した入札金額等



の電磁的記録が書き換えられた入札 

(14) その他入札に関する条件に違反した入札 

16 その他 

(1) この公告に定めのない事項については、宇佐市要件設定型一般競争入札実施要

領（平成 22年宇佐市契約第 0329002 号）、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）、

地方自治法施行令、宇佐市契約事務規則（平成 17 年宇佐市規則第 34 号）、最低制

限価格の設定に関する要綱（平成 21年宇佐市要綱第 16号）、契約書その他入札契約

に関する法令等の定めるところによる。 

(2) 6（3）本店等の所在地等の入札参加資格要件を大分県内又は県内の一部の地域

に限定した場合において、競争入札参加資格を有する入札参加者が３者（大分県

外に拡げた場合は２者）に満たない場合その他事業の推進に著しく支障を来たし

た場合は、開札の中止、又は延期することがある。 

(3) 落札候補者は、９(2)に掲げる書類のほか、必要に応じて市長が指定する資料を

提出しなければならない。 

(4) 契約担当者は、開札後、落札決定するまでの間に落札候補者が次のア又はイの

いずれかに該当した場合は、当該落札候補者の行った入札を無効にするものとす

る。 

この場合、契約担当者は当該落札候補者の行った入札を無効にしたことに伴う

損害賠償の責めを一切負わないものとする。 

ア 宇佐市指名停止等措置要領に基づく指名停止措置を受けたとき 

イ 入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなったとき 

(5) 契約担当者は、落札決定後、契約締結（議会案件の場合は、仮契約後の議会議

決）までの間に落札者が、(4)のア又はイのいずれかに該当した場合は、落札決定

の取消又は仮契約の解除を行うことができるものとする。 

この場合、契約担当者は落札決定の取消又は仮契約の解除に伴う損害賠償の責

めを一切負わないものとする。 

(6)  契約担当者は、契約締結後において、契約者が(4)又は(5)に該当していた場合

は、契約の解除を行うことができるものとする。 

(7) 開札から請負契約締結に至る間において落札者が落札したにもかかわらず契約を

締結しないときは、落札額に消費税及び地方消費税を加算した額の 100分の５を違約

金として徴収する。 

(8) 提出された書類は返却しない。 

(9) 設計図書購入費用、入札参加に係る全費用は、入札参加希望者の負担とする。 

(10) 入札者は、開札後、入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。  

(11) 当該設計業務の受託者又は当該受託者と資本、人事面において関連があると認

められる建設業者については当該設計業務に係る工事の入札等に参加することが

できない。なお、「当該設計業務の受託者と資本・人事面において関連がある建設



業者」とは次のいずれかに該当するものである。 

ア 受託建設コンサルタントの発行済み株式総数の100分の50を超える株式を有し又

はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者（100分の50を超え

る株式を有し又は出資している者が存在しない場合において、他の株主又は、出資

者よりも特に抜きんでて株式を有し又は出資している建設業者を含む。） 

イ 受託建設コンサルタントの代表権を有する役員が建設業者の代表権を有する役

員を兼ねている場合における当該建設業者 

  

17 照会先 

宇佐市建設水道部上下水道課経営企画係〔電話 0978-27-8186〕 

 


